
   公的研究費の執行における事務分担等に関する規程 

（趣旨） 

第 1 条 この規程は、岩手医科大学における公的研究費（公的研究費の管理に関する規程 

 に定めるものをいう。）の執行における研究者及び事務職員が行う事務分担及び決裁権限 

 等に関し、必要な事項を定める。 

 

（研究者の事務の基本原則） 

第２条 研究者は、公的研究費のうち、直接経費について予算執行することができる。 

２ 研究者は、事務職員と連携し、物品又はサービスの購入その他公的研究費の使用に当 

 たり必要な事務手続きを行うものとする。 

３ 研究者は、公的研究費の執行の都度、その財源（補助事業等名）を特定し、公的研究 

 費の執行状況を常に把握し、効率的な使用に努めなければならない。 

 

（事務職員の事務の基本原則） 

第３条 事務職員は、直接経費の執行権限を有する研究者に対して、適宜必要な照会をし、 

 助言をするものとする。 

２ 事務職員は、研究者と連携し、物品又はサービスの購入等の事務手続き、その他公的 

 研究費を管理するために必要な事務手続きを行うものとする。 

 

（職務権限） 

第４条 公的研究費執行上の事務分担及び決裁権限等については、次に掲げるところによ 

 る。 

 （１）物品購入  別表１のとおり 

 （２）旅費    別表２のとおり 

 （３）人件費   別表３のとおり 

 （４）謝金    別表４のとおり 

 

（改廃） 

第５条 この規程の改廃は、研究費不正使用防止委員会が行うものとする。 

 

（雑則） 

第６条 この規程に定めるほか、この規程の実施に必要な事項は、事務局長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成 27 年 3 月 17 日から施行する。 

 この規程は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 



別表1 物品購入に係る職務権限（公的研究費）

研究者

用度課

用度課総括課長

研究助成課

学部長

学長

理事長

業者

用度課検収担当
（矢巾キャンパス

検収担当）

研究者

用度課

研究助成課

学務部長

物品の請求（支出財源の特定）

10万円以上の機器備品の場合、機器備品選定理由書を添付

予算執行・研究課題との

整合性等のモニタリング

消耗品費、試薬、

図書等

10万円以上の

機器備品

1000万円以上の

機器備品

物品の納品および請求

納品確認

検収、受領

発注伝票および請求書・

納品書等関係書類の整備

業者への支払業務

支払に係る

点検

支払に係る

許諾

発
注

現
物
検
収

支
出
決
裁

所属長

審
査

決
裁

支
出
審
査

10万円以上の支出

10万円未満の支出研究助成課総括課長

経理課

法人事務部長

経理課総括課長



別表2 旅費に係る職務権限（公的研究費）

研究者

所属長

各教務課

学部長

研究助成課

学務部長

経理課

経理課総括課長

出張申請（支出財源の特定）

出張命令

出張申請の管理

旅費算定

研究助成課 予算執行・研究課題との

整合性等のモニタリング

人事職員課

法人事務部長

旅費支出に係る業務

支出に係る

点検

支出に係る

許諾

旅費支出

申
請

審
査

研究助成課総括課長

10万円以上の

支出

10万円未満の

支出



別表3 人件費に係る職務権限（公的研究費）

研究者

人事職員課

研究者

研究助成課

経理課

経理課総括課長

研究補助者雇用申請（支出財源の特定）

雇用契約締結

研究補助者へ業務内容説明

研究助成課 予算執行・研究課題との

整合性等のモニタリング

研究費支出に係る業務

支出に係る点検

支出に係る許諾

研究補助者の管理（出勤表兼業務日誌による管理）

研究助成課 出退勤管理

（出勤表兼業務日誌による管理）

人事職員課 研究補助者への給与支払

研究補助者 出勤表兼業務日誌による作業報告

執
行
協
議

雇
用

労
務
管
理

支
出
の
審
査

決
裁研究助成課総括課長

10万円以上の支出

10万円未満の支出

学務部長



別表4 謝金に係る職務権限（公的研究費）

研究者

研究者

研究者

研究助成課

経理課

経理課総括課長

謝金支出申請（支出財源の特定）

作業従事者への業務内容説明

研究助成課 予算執行・研究課題との

整合性等のモニタリング

研究費支出に係る業務

支出に係る点検

支出に係る許諾

作業従事者の管理（出勤表兼業務日誌による管理）

人事職員課 所得税等確認

作業従事者 出勤表兼業務日誌による作業報告

研究助成課
（学外：作業先の監督者）

出退勤管理

（出勤表兼業務日誌による管理）

執
行
協
議

依
頼

労
務
管
理

支
出
審
査

決
裁研究助成課総括課長

10万円以上の支出

10万円未満の支出

学務部長


